
特別養護老人ホーム　近江舞子しょうぶ苑（従来型多床室）利用料金表
2022年10月現在

介護サービス費

・従来型介護サービス費(Ⅰ）

(１日当たり）

・各種加算

対象

栄養マネジメント強化加算 11単位/日
入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合に算

定されます。

個別機能訓練加算（Ⅰ） 12単位/日
機能訓練指導員を配置し、個別機能訓練計画書に基づいて機

能訓練を実施した場合

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）
12単位/日

看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が一定

以上を満たした場合	

介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅰ)

総単位数に対して

27/1000を乗じた単位数

介護職員処遇改善加算の要件を満たし、日常生活支援加算を

取得している場合

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
総単位数に対して

83/1000を乗じた単位数

介護職員の賃金改善に関する計画を策定し、キャリアパス要

件や職場環境等要件を満たしている場合

科学的介護推進体制加算

（Ⅱ）
50単位/月

入所者ごとの身体機能、栄養状態、口腔機能、認知症の状況

情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービスを適切か

つ有効に提供するための必要な情報を活用している場合

排せつ支援加算（Ⅰ） 10単位/月

排せつに介護を要する入所者ごとに、要介護状態の軽減の見

込みについて医師が判断し、排泄に介護を要する原因究明と

支援計画に基づいた支援の継続実施を行い、少なくとも３月

に1回の見直し、評価を行った場合

介護職員等ベースアップ等

支援加算（Ⅰ）

総単位数に対して

16/1000を乗じた単位数

介護職員の賃金改善に関する計画を作成し、全職員に周知を

行い、計画書を都道府県知事に届け出をしている場合、また

は算定額に相当する賃金改善を実施している場合

共

通

日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位/日

新規入所者の内、要介護状態区分が4又は5の割合、もしく

は認知症日常生活自立度ランクⅢ以上の割合が一定数を占

め、常勤換算方法で介護福祉士の配置数の要件を満たすこと

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3単位/月

褥瘡発生のリスクについて入所時に評価すると共に、少なく

とも3月に1度の評価を行い、結果を厚生労働省に提出す

る。又、褥瘡発生リスクがあるとされた入所者への計画書の

作成と３月に1度の見直しを行っていること

573単位 641単位 712単位 780単位 847単位

加算項目 単位 加算要件

夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ 22単位/日 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たした場合

看護体制加算（Ⅰ）イ 6単位/日 1名以上の常勤看護師を配置した場合

自立支援促進加算 300単位/月

入所時に医師が自立支援のために必要な医学的評価を行い、

少なくとも3月に1回の見直しと自立支援にかかる支援計画

とケアの実施を行い、評価結果を厚生労働省に提出し、また

必要な情報を活用している場合

要介護１ 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



対象

個

別

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 90単位/月

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が月に2回

以上口腔衛生の管理を行い、介護職員に対して技術的助言及

び指導を年に2回以上を行った場合

協力歯科医療機関を定めて、医師・歯科医師のいずれか１名

が食事の観察、会議等に参加した場合

再入所時栄養連携加算 200単位/回

医療機関に入院し、大きく異なる栄養管理が必要となり、医

療機関の管理栄養士と連携して退院時に栄養ケア計画を作成

した場合

退所前後訪問相談援助加算

　　入所中1回、退所後1回
460単位/回

入所期間が1ヶ月を超えた入所者が退所するにあたり、退所

後生活する居宅や施設に訪問し、相談援助や連絡調整などを

受けた場合

退所時相談援助加算 400単位/回

入所期間が1ヶ月を超えた入所者が退所するにあたり、退所

後の居宅サービスや施設サービスなどにおいて相談援助と退

所後のサービス提供者への情報提供を受けた場合

療養食加算 6単位/1食 医師の指示による療養食を提供した場合

経口維持加算（Ⅰ） 400単位/月

摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して、食事観察や会

議を行い経口維持計画を作成し、医師や歯科医師の指示に基

づく栄養管理を行った場合

排せつ支援加算（Ⅱ） 15単位/月

排泄支援加算(Ⅰ)の要件を満たし、排尿・排便の少なくとも

一方が改善するとともにいずれにも悪化がない、又は、おむ

つ使用ありから使用なしに改善している場合

                 　（Ⅱ） 100単位/月

退所前連携加算 500単位/回

入所期間が1ヶ月を超えた入所者が退所するに先立ち、退所

後の居宅介護支援事業者に対する情報提供と居宅サービス利

用について連携した調整を受けた場合

外泊時費用 246単位/日
1月につき、外泊（又は入院）した日の翌日から起算して6

日（月をまたがる場合は最大で連続12日）を限度として算

30単位/日
入所日から30日以内の期間又は入所後30日以上入院し退院

した場合

　　　　　　　　（Ⅱ） 110単位/月
加算(Ⅰ)の要件に加え、計画内容を厚生労働省に提出し、管

理の実施に当たって必要な情報を活用している場合

安全対策体制加算 20単位/入所時

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部

門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されて

いる場合

初期加算

看取り介護加算

　死亡日以前31日以上45日以内

　死亡日以前4日以上30日以下

　死亡日の前日及び前々日

　死亡日

72単位/日

144単位/日

680単位/日

1,280単位/日

施設での看取りを希望され、「人生の最終段階における医

療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」などの内容

に沿った看取り介護を実施した場合

排せつ支援加算（Ⅲ） 20単位/月

排泄支援加算(Ⅰ)の要件を満たし、排尿・排便の少なくとも

一方が改善するとともにいずれにも悪化がなく、かつ、おむ

つ使用ありから使用なしに改善している場合

加算項目 単位 加算要件

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13単位/月
褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の要件に加え、褥瘡発生リスク

があるとされた入所者について、褥瘡の発生がない場合



2022年10月現在

老齢福祉年金・生活保護受給者：第1段階 （単位＝円）

介護度

1

2

3

4

5

市民税非課税世帯：第2段階（所得額　80万円以下）　

介護度

1

2

3

4

5

市民税非課税世帯：第３段階①（所得額　80万超～120万円以下）

介護度

1

2

3

4

5

市民税非課税世帯：第３段階②（第１段階、第２段階及び第３段階①に該当しない方）

1

2

3

4

5

☆　一般世帯の方：第４段階　【１割負担】

介護度

1

2

3

4

5

特別養護老人ホーム　近江舞子しょうぶ苑（従来型多床室）利用料金表

介護サービス費 食費 居住費 日額 １か月利用料

764

1,600 880

3,244 97,320

1,008 3,488 104,640

1,087 3,567 107,010

844 3,324 99,720

927 3,407 102,210

介護サービス費 食費 居住費 日額 １か月利用料

764

1,360 370

2,494 74,820

1,008 2,738 82,140

1,087 2,817 84,510

844 2,574 77,220

927 2,657 79,710

介護サービス費 食費 居住費 日額 １か月利用料

764

650 370

1,784 53,520

1,008 2,028 60,840

1,087 2,107 63,210

844 1,864 55,920

927 1,947 58,410

1,227

介護サービス費 食費 居住費 日額 １か月利用料

764

390 370

1,524 45,720

1,008 1,768 53,040

1,087 1,847 55,410

844 1,604 48,120

927 1,687 50,610

介護サービス費 食費 居住費 日額 １か月利用料

　　ひと月（30日計算）の利用料金　≪介護サービス費+食費、居住費≫

36,810

1,008 1,308 39,240

1,087 1,387 41,610

764

300 0

1,064 31,920

844 1,144 34,320

927



☆　一般世帯の方：第４段階　【2割負担】 【3割負担】 （単位＝円）

介護度

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

その他の費用       ≪ひと月の利用料金に追加で必要な料金≫

◆  介護サービス費は、従来型介護サービス費(Ⅰ)に共通加算を加え、地域加算(1単位 10.45円)を

　　乗じて算出した１割負担の日額費用となります。

◆  記載の費用については１円未満の端数計算により誤差が生じます。

◆  入所者の状態及び職員状況等により、加算の対象及び費用負担が変わる場合があります。

◆  おむつ代、洗濯代は介護サービス費に含まれます。

◆  “介護保険負担限度額制度”の認定を受けるには保険者に

　　申請していただく必要があります。

5,012 150,360

2,783

2,016 4,496 134,880

2,175 4,655 139,650

120,270

クラブ活動費 100円/月

預かり金事務手数料 1,000円/月

医療費(受診代,内服薬代他)、予防接種、

嗜好品等については、実費料金のご請求

になります。

理美容代金

個人電気製品B(テレビ・オーディオ・電気毛布等) 2,000円/月

個人電気使用料C(冷蔵庫・パソコン等) 3,000円/月

5,263 157,890

3,025 5,505 165,150

3,263 5,743 172,290

3

割

負

担

2,294

1,600 880

4,774 143,220

2,532

1,834円/回

喫茶代 320円/1セット

130,050

介護サービス費 食費 居住費 日額 １か月利用料

２

割

負

担

1,529

1,600 880

4,009

1,688 4,168 125,040

1,855 4,335

おやつ代 50円/日

個人電気製品A(携帯電話・ラジオ・髭剃り等) 1,000円/月

特別養護老人ホーム

近江舞子しょうぶ苑

℡077 - 596 - 2233


